
2022年4月1日現在

　１　第一号通所事業 介護費

(1)　介護費の単位数は、

　　　要支援１・事業対象者：1,672単位　　　　　　要支援２・事業対象者：3,428単位

(2)　藤沢市の地域単価は、1単位＝10.54円です。

(3)　利用者負担額は

　　《要支援1》

　　　【1割負担の方】

　　　　　1,672単位　×　10.54　＝　17,623円

　　　　　17,623円　－　（17,623円　×　90％）　＝　1,763円

　　　【2割負担の方】

　　　　　1,672単位　×　10.54　＝　17,623円

　　　　　17,623円　－　（17,623円　×　80％）　＝　3,525円

　　　【3割負担の方】

　　　　　1,672単位　×　10.54　＝　17,623円

　　　　　17,623円　－　（17,623円　×　70％）　＝　5.287円

　　《要支援2》

　　　【1割負担の方】

　　　　　3,428単位　×　10.54　＝　36,131円

　　　　　36,131円　－　（36,131円　×　90％）　＝　3,614円

　　　【2割負担の方】

　　　　　3,428単位　×　10.54　＝　36,131円

　　　　　36,131円　－　（36,131円　×　80％）　＝　7,227円

　　　【3割負担の方】

　　　　　3,428単位　×　10.54　＝　36,131円

　　　　　36,131円　－　（36,131円　×　70％）　＝　10,840円

(4)　消費税は非課税です。

社会福祉法人　いきいき福祉会

地域介護サービスセンター　ラポール藤沢

第一号通所事業　　料金表



2　その他の加算

3　介護保険給付対象外サービス

※1　上記サービスについては、事前に説明の上、利用者の希望に応じ提供いたします。

※2　消費税は課税されます。（金額は総額表示です）

運動器機能向上加算
個別機能訓練計画書を作成し、機能訓練指導員がその
内容に沿って機能訓練を行った場合に加算されます。

225/月

科学的介護推進体
制加算

利用者ごとの心身の状況等に関わる基本的な情報を厚
生労働省に提出していると加算されます。

40/月

氏名

サービスの種類

昼食代

利用料金

1食当り　　   　　870円

行事参加費 実費負担

アクティビティ材料費 実費負担

12/1000

介護職員処遇
改善加算(Ⅰ)

介護職員等
特定処遇改善加算

(Ⅰ)

サービス提供体制
強化加算（Ⅱ）

59/1000

要支援1・
事業対象者
72単位/月

要支援２・
事業対象者
144単位/月

240/月
若年性利用者

受入加算

月総単位数に59/1000を乗じます

月総単位数に12/1000を乗じます

通所介護事業所の介護職員総数のうち、介護福祉士の
占める割合が５０％以上となる場合に加算されます。

40歳以上65歳未満の若年性利用者の方に対し,個別の
担当者を選任し,その方の特性やニーズに応じたサービ

スを提供した場合に加算されます。


